
月 日 南方地区
（東金・大網白里・九十九里）

北方地区
（山武・横芝光・芝山）

３
月

1日㈰ 秋葉医院（東金） よしみ医院（山武）

☎0475-52-2039 ☎0475-82-8676

8日㈰
とうがね中央糖尿病腎
クリニック（東金） 大平医院（山武）

☎0475-54-2421 ☎0479-86-6012

15日㈰ 鈴木クリニック（大網白里） 睦岡クリニック（山武）

☎0475-71-2033 ☎0475-80-8001

20日㈮ 岡崎医院（東金） 明海クリニック（山武）

☎0475-52-3313 ☎0475-80-5355

22日㈰ はにや内科（大網白里） さくらクリニック（横芝光）

☎0475-70-1500 ☎0479-84-4333

29日㈰
きみのもり
クリニック（大網白里） 鈴木医院（横芝光）

☎0475-70-2366 ☎0479-82-0126

■
特
別
療
養
費
と
は

　
国
民
健
康
保
険
法
第
５
４
条
の
３

第
１
項
に
基
づ
き
、
災
害
な
ど
の
特

別
な
事
情
が
な
く
、
国
民
健
康
保
険

税
の
滞
納
が
継
続
し
た
場
合
、
特
別

療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

特
別
療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
っ

た
場
合
に
は
、医
療
機
関・薬
局
な
ど

受
診
時
に
医
療
費
の
全
額（
10
割
）を

お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、町

に
申
請
す
る
こ
と
で
保
険
給
付
分
が

後
日
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
滞
納
し
て
い
る
と
…
…

　
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
、

入
院
や
手
術
な
ど
で
医
療
費
が
高
額

に
な
っ
て
も
、
窓
口
で
の
支
払
い
を

一
定
額
（
自
己
負
担
限
度
額
）
に
抑

え
る
仕
組
み
が
利
用
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
多
額
の
支
払
い
が
発
生
す
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

（
※
後
日
、
町
へ
申
請
す
る
こ
と
で
、

限
度
額
を
超
え
た
分
は
「
高
額
医
療

費
」
と
し
て
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ

　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
に
お
困
り
の
方
は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

国
保
税
の
滞
納
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い

特
別
療
養
費
に
つ
い
て

と
が
で
き
ま
す
。
）
国
保
税
を
滞
納

し
て
い
る
場
合
は
、
医
療
機
関
な
ど

の
窓
口
で
限
度
額
の
適
用
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
国
保
は
、
病
気
や
ケ
ガ
に
備
え
て

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
お
金
を
出
し

合
い
（
国
保
税
を
納
め
）
、
医
療
費

の
補
助
な
ど
に
あ
て
る
国
民
皆
保
険

制
度
で
す
。
被
保
険
者
の
方
々
の
負

担
が
大
き
く
な
る
前
に
、
ど
う
し
て

も
国
保
税
を
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、

そ
の
ま
ま
に
せ
ず
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

■
問
合
せ

・
資
格
、
給
付
に
関
す
る
こ
と

　
国
保
年
金
係　
☎
 
77-

３
９
１
２

・
国
保
税
の
納
付
に
つ
い
て

　
収
税
係　
☎
77-

３
９
１
６

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
２

問

■
手
続
き
に
つ
い
て

　
国
保
年
金
係
の
窓
口
で
手
続
き
が

で
き
ま
す
。

※
扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
の
方
も

　
国
民
年
金
へ
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
退
職
と
同
時
に
厚
生
年
金
被
保
険

　

者
で
あ
る
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
る

　
場
合
は
、勤
務
先
で
手
続
き
を
行
っ

　
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
な
も
の

・
退
職
日
が
わ
か
る
書
類
（
離
職
票

　
な
ど
）

・
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
個
人
番
号

　
が
わ
か
る
も
の

■
免
除
制
度
に
つ
い
て

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

　
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き
は
、
厚
生
年
金
か
ら
国
民
年
金
へ
の
変
更

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

会
社
な
ど
を
退
職
し
た
方

国
民
年
金
の
届
出
が
必
要
で
す

場
合
は
「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

納
付
猶
予
申
請
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
国
保
年
金
係
の
窓
口
ま

　
た
は
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

■
電
子
申
請
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
、国
民
年
金

に
関
す
る
手
続
き
の
電
子
申
請
が
で

き
ま
す
。役
場
に
来
庁
で
き
な
い
方
は
、

電
子
申
請
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３-

２
４
２-
６
３
２
０

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

０
５-

１
１
６
５

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
２

問

【
多
子
加
算
と
は
】

　
大
学
生
年
代
以
下
（
22
歳
年
度
末

ま
で
）
の
子
を
３
人
以
上
養
育
し
て

い
る
場
合
に
、
３
人
目
以
降
の
子
ど

も
の
手
当
額
が
増
額
さ
れ
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

【
例
】 　

大
学
生
年
代
以
下
の
子
を
3
人
以
上
養
育
し
て
い
る
場
合
、
3
人
目
以

降
の
子
の
児
童
手
当
が
増
額
（
多
子
加
算
）
と
な
り
ま
す
。
す
で
に
増
額

と
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
改
め
て
申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

対
象
と
な
る
方
は
期
限
ま
で
に
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当

第
三
子
以
降
の
多
子
加
算

【
申
請
が
必
要
な
方
】

　
次
に
該
当
し
、
引
き
続
き
4
月
分

以
降
の
加
算
を
受
け
る
場
合
は
改
め

て
確
認
書
な
ど
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

・
18
歳
の
年
度
末
に
到
達
す
る
子
が

　
お
り
、
高
校
生
年
代
以
下
の
子
が

　
多
子
加
算
の
算
定
を
受
け
て
い
る

　
場
合

・
す
で
に
多
子
加
算
の
カ
ウ
ン
ト
と

　
な
っ
て
い
る
短
大
生
や
専
門
学
生

　
な
ど
で
、
卒
業
後
も
多
子
加
算
の

　
対
象
と
な
る
場
合

【
多
子
加
算
の
対
象
と
な
る
大
学
生

年
代
の
要
件
】

　
当
該
子
に
つ
い
て
受
給
者
が
次
の

両
方
を
満
た
す
場
合
の
み
多
子
加
算

カ
ウ
ン
ト
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
監
護
に
相
当
す
る
世
話
な
ど
を
し

　
て
い
る
こ
と

②
生
計
費
の
負
担
を
し
て
い
る
こ
と

　（
当
該
子
が
受
給
者
の
収
入
に
よ

　
り
日
常
生
活
の
全
部
又
は
一
部
を

　
営
ん
で
お
り
、
か
つ
、
こ
れ
を
欠

　
く
と
通
常
の
生
活
水
準
を
維
持
す

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
）

【
多
子
加
算
の
申
請
に
つ
い
て
】

18
歳
の
年
度
末
に
達
す
る
子
や
す

で
に
多
子
加
算
の
認
定
を
受
け
て
い

る
短
大
生
や
専
門
学
生
な
ど
が
い
る

世
帯
へ
は
3
月
中
旬
頃
に
書
類
を
送

付
予
定
で
す
。

　
対
象
と
な
る
方
で
4
月
分
の
算
定

を
受
け
る
場
合
は
、
令
和
8
年
４
月

16
日
㈭
ま
で
に
子
育
て
支
援
係
へ
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。
提
出
期
限
を

過
ぎ
た
場
合
は
、
申
請
の
あ
っ
た
月

の
翌
月
分
か
ら
算
定
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
職
場
へ
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

【
支
給
日
及
び
支
払
通
知
に
つ
い
て
】

　
令
和
７
年
4
月
支
給
分
か
ら
支
給

日
が
支
給
期
月
の
11
日
（
令
和
7
年

2
月
支
給
分
ま
で
は
5
日
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
支
払
い
通
知
に

つ
い
て
は
、
令
和
７
年
4
月
支
給
分

か
ら
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

年度末年齢 23歳 19歳 16歳 13歳 5歳

多子加算の
カウント × 第1子 第2子 第3子 第4子

支給対象 × × 10,000円 30,000円 30,000円

※支給対象は、18歳年度末までの児童です。 多子加算

こ
ど
も
保
健
課
子
育
て
支
援
係
☎
77
‐
１
８
９
７

問

※ 専門以外の時は診療できない場合があります。
※ 昼休み時間については、各医療機関にお問い合わせください。
※ 当番医は、都合により変更になる場合があります。「休日当番医テレホンサービス」で
ご確認ください。

※ 電話番号をご確認の上、お問い合わせください。

休日当番医 休日当番医テレホンガイド
☎ 0475-50-2531
診療時間　午前９時～午後５時まで

広報についての
お知らせ

　町の最新情報をお届けし
ている「広報しばやま」は、お
手元のスマートフォンやパソ
コンからも気軽にご覧いただ
けます。町公式ホームペー
ジでの公開に加え、広報紙
閲覧アプリ「マチイロ」や、全
国の自治体広報を閲覧でき
る「マイ広報紙」でも配信を
行っています。
　外出先での隙間時間や、
紙面がお手元にない時でも、
いつでもどこでも町のニュー
スをチェックすることが可能
です。ぜひ、ご自身に合った
閲覧方法で「広報しばやま」
をご活用ください。

総務課 情報公聴係
☎77-3921 

問

11 2026. ３月号 10広報しばやま 

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


